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1-1．庁内における横断的連絡体制
事例3. 鳥取県鳥取市 担当者会議の設置

■苦労した点
事務局である保健総務課からの一方的な情報発信が多く、最終的に

関係機関や一般市民へ啓発や注意喚起がされているか、各部署の現状
を把握していくことに尽力した。

■工夫した点
本会議を通して、事業取組の情報共有だけでなく、課題解決や新たな

事業連携へ展開していくことを目指し取り組んだ。

● 令和5年4月28日 第1回担当者会議(9部署対象):夏季に向けて各課の取組を確認及び事業連携の呼びかけ
● 令和5年10月24日 第2回担当者会議(11部署対象):今夏の取組の振り返り及び課題や来年度に向けた

取組等の共有

鳥取市公式LINEやラジオ放送、CATV放送などのメディア媒体による熱中症
予防の呼びかけや注意喚起。

秘書課広報室

地区公民館のクールシェルターの提供や、各イベントの際の熱中症予防啓発
など、地域コミュニティの中における熱中症対策。

協働推進課

気候変動の影響に対する適応策の観点から、熱中症警報(※)や暑さ指数等の
情報提供など、熱中症の予防法の普及啓発や取組の推進。
(※)熱中症警報:鳥取県独自に発令する警報

生活環境課

熱中症救急搬送者の約半数を占める高齢者宅への訪問や健康教育等における
予防啓発の取組。

中央包括支援センター

地域で行う健康指導の場における熱中症予防対策の呼びかけ。健康・子育て推進課

観光施設におけるクールシェルターの取組推進。また、近年増加する
鳥取砂丘での観光客の熱中症救急搬送に対する予防対策の強化。

観光・ジオパーク推進課

中心市街地エリアにおける商業施設のクールシェルターの取組の強化。まちなか未来創造課

スポーツ大会運営における熱中症予防対策をはじめ、民間スポーツ団体や
個人スポーツ活動での熱中症の事故を未然に防ぐための予防対策。

生涯学習・スポーツ課

熱中症警報等発令の際の各小･中･義務教育学校への周知や学校活動時に
おける熱中症予防対策の推進。

学校保健給食課

令和6年度より新設･施行される「熱中症特別警戒情報」を含め、熱中症
警報発令時や熱中症警戒情報発表時における災害の観点による対策の強化。

危機管理課

事務局
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▲担当者会議の様子
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